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は
じ
め
に

❶
遺
跡
の
概
要

❷
古
代
の
不
動
寺
遺
跡

❸
中
世
の
不
動
寺
遺
跡

お
わ
り
に

不
動
寺
遺
跡
は
、
鹿
児
島
市
の
南
部
、
谷
山
地
区
の
下
福
元
町
に
所
在
す
る
縄
文
時
代
～
近
世
の

複
合
遺
跡
で
あ
る
。
谷
山
地
区
は
、
古
代
の
薩
摩
国
谿
山
郡
に
淵
源
し
、「
建
久
八
年
薩
摩
国
図
田

帳
」
で
は
、
島
津
庄
寄
郡
の
谷
山
郡
と
見
え
、
近
世
に
は
谷
山
郷
と
さ
れ
た
。
古
代
の
谿
山
郡
は
隼

人
が
居
住
す
る
「
隼
人
郡
」
の
一
つ
で
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
谷
山
・
久
佐
の
二
郷
か
ら

な
り
、
両
郷
は
、
永
田
川
の
中
流
・
上
流
域
と
下
流
域
す
な
わ
ち
西
側
と
東
側
に
存
在
し
た
。
不
動

寺
遺
跡
で
は
、
奈
良
時
代
の
明
確
な
遺
構
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
奈
良
時
代
の
遺
構
は
、
不
動
寺

遺
跡
の
範
囲
外
、
埋
没
河
川
の
上
流
側
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
も
の
と
し
て
緑
釉
陶

器
・
初
期
貿
易
陶
磁
（
越
州
窯
系
青
磁
な
ど
）・
硯
（
風
字
硯
・
転
用
硯
）
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
、

遺
構
と
し
て
は
館
跡
・
遣
水
状
遺
構
・
池
状
遺
構
・
火
葬
墓
・
円
形
周
溝
墓
・
土
師
甕
埋
納
遺
構

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。九
世
紀
以
降
は
郡
家
遺
構
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

谷
山
郡
家
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
後
、
園
池
を
伴
う
有
力
者
の
居
館
と
し
て
機
能

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
動
寺
遺
跡
の
南
南
西
約
五
〇
〇
㍍
の
谷
山
弓
場
城
跡
で
も
一
〇
世
紀
後
半

の
蔵
骨
器
の
火
葬
墓
が
出
土
し
て
お
り
、
蔵
骨
器
の
形
式
か
ら
、
被
葬
者
は
不
動
寺
遺
跡
の
関
係
者

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
〇
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
前
半
に
は
、
北
西
九
州
と
関
連
の
深
い
円

形
周
溝
墓
が
営
ま
れ
て
お
り
、そ
の
被
葬
者
は
北
部
九
州
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

一
二
世
紀
に
な
る
と
、
不
動
寺
遺
跡
で
は
遺
構
が
確
認
さ
れ
な
く
な
る
。

一
二
世
紀
代
に
な
る
と
、
谷
山
郡
の
中
心
は
、
約
一
㌔
㍍
東
方
の
砂
丘
状
微
高
地
上
に
立
地
す
る

北
麓
遺
跡
に
移
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
心
地
移
動
の
背
景
に
は
、
一
二
世
紀
半
ば
の
阿
多
忠
景
を
代

表
的
存
在
と
す
る
薩
南
平
氏
の
谷
山
郡
へ
の
進
出
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
近
世
に
は
地

頭
仮
屋
が
お
か
れ
、
谷
山
麓
が
置
か
れ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
谷
山
郡　

郡
家　

有
力
者
の
居
館　

蔵
骨
器　

薩
南
平
氏　
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は
じ
め
に

不
動
寺
遺
跡
は
、
鹿
児
島
市
の
南
部
、
谷
山
地
区
の
下
福
元
町
に
所
在
す
る
。
谷

山
地
区
は
、古
代
の
薩
摩
国
谿
山
郡
に
淵
源
し
、「
建
久
八
年
薩
摩
国
図
田
帳
」
で
は
、

島
津
庄
寄
郡
の
谷
山
郡
と
見
え
、
近
世
に
は
谷
山
郷
と
さ
れ
た
。
一
八
八
九
年
の
市

制
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
、
上
福
元
・
下
福
元
・
和
田
・
平
川
・
塩
屋
・
山
田
・

五
ヶ
別
府
・
中
村
の
八
ヶ
村
を
も
っ
て
谷
山
村
と
な
り
、
一
八
九
六
年
に
鹿
児
島
郡

の
一
部
と
な
り
、
谷
山
郡
の
郡
名
は
消
え
た
。
一
九
二
四
年
に
町
制
施
行
、

一
九
五
八
年
に
市
制
を
施
行
し
、
一
九
六
七
年
に
鹿
児
島
市
に
合
併
さ
れ
た
。

不
動
寺
遺
跡
は
、
一
九
九
八
年
度
に
鹿
児
島
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
確
認
調
査

が
行
わ
れ
、
二
〇
〇
七
年
度
～
二
〇
一
一
年
度
に
、
谷
山
第
二
地
区
土
地
区
画
整

理
事
業
に
伴
う
本
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
三
月
に
、
発
掘
調
査
報
告
書

『
不
動
寺
遺
跡
』〔
長
野
陽
介
・
藤
井
大
祐
編
著　

鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告

書
第
七
六
集
〕
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿
の
図
版
は
、
こ
の
報
告
書
か
ら
の

転
載
で
あ
る
。

❶
遺
跡
の
概
要

不
動
寺
遺
跡
は
、
鹿
児
島
市
下
福
元
町
字
不
動
寺
・
不
動
寺
前
田
・
後
迫
・
上
登

尾
・
陣
之
平
下
・
登
尾
に
所
在
す
る
縄
文
時
代
～
近
世
の
複
合
遺
跡
で
あ
り
、
図

１
の
よ
う
に
北
側
・
西
側
・
南
側
を
標
高
約
五
〇
㍍
の
シ
ラ
ス
台
地
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
、
西
側
の
台
地
か
ら
の
び
る
丘
陵
部
の
緩
傾
斜
上
に
位
置
し
て
い
る
。
な
お
、
不

動
寺
遺
跡
の
西
約
五
〇
〇
㍍
に
は
、
縄
文
時
代
草
創
期
の
遺
跡
と
し
て
著
名
な
掃
除

山
遺
跡
が
、
南
西
約
五
〇
〇
㍍
に
は
中
世
の
谷
山
氏
の
拠
点
と
さ
れ
る
谷
山
城
跡
が

あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
一
角
の
弓
場
城
跡
か
ら
古
代
の
蔵
骨
器
が
出
土
し
て

い
る
。

谷
山
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
た
め
、
周
知
の
遺
跡
と
し
て
平
成
一
〇
年
に
確

認
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
遺
跡
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
た
。
平
成
一
九
年
度
～
平
成

二
三
年
度
に
本
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
平
成
二
二
年
度
は
三
調
査
区
、
平
成
二
三
年

度
は
五
調
査
区
の
計
一
一
調
査
区
（
Ｈ
１
９
、
Ｈ
２
３
―
１
な
ど
と
表
記
）
が
設
定

さ
れ
、
合
計
調
査
面
積
は
一
一
九
二
〇
平
方
㍍
に
の
ぼ
る
。
そ
の
基
本
層
序
は
、
Ⅰ

～
Ⅹ
層
か
ら
な
る
。
Ⅰ
層
は
近
現
代
の
水
田
層
、Ⅱ
層
は
河
川
氾
濫
堆
積
層
で
あ
り
、

Ⅱ
ｃ
層
を
中
心
に
古
墳
・
古
代
・
中
世
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
。
Ⅲ
～
Ⅹ
層
は
、
洪

水
と
土
壌
化
を
繰
り
返
す
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
Ⅴ
層
を
中
心
に
縄
文
時
代
晩
期

～
弥
生
時
代
前
期
の
遺
構
・
遺
物
が
検
出
さ
れ
た
。
Ⅶ
～
Ⅹ
層
で
は
縄
文
時
代
後
期

の
遺
構
・
遺
物
が
検
出
さ
れ
、
遺
構
は
Ⅶ
層
お
よ
び
Ⅸ
層
の
中
部
・
下
部
、
Ⅹ
層
の

上
部
で
、
遺
物
は
Ⅸ
層
で
大
量
に
検
出
さ
れ
た
。

　

本
遺
跡
で
は
、
各
時
代
で
注
目
す
べ
き
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

弥
生
時
代
後
期
～
古
墳
時
代
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
、
古
代
・
中
世
に
つ
い
て
は

次
章
以
下
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

埋
没
河
川
で
は
、
多
数
の
弥
生
時
代
後
期
～
古
墳
時
代
初
頭
の
壺
が
左
岸
に
並

べ
ら
れ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
や
手
づ
く
ね
土
器
も

検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
意
図
的
に
打
ち
か
か
れ
た
「
割
れ
」
を
持
つ
も
の

が
多
く
、「
川
辺
の
祭
祀
」
に
関
わ
る
遺
構
・
遺
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
方
格
規
矩
四
神
鏡
」
の
破
鏡
（
穿
孔
あ
り
）
一
点
、
内
行
花
文
鏡
系
と
重
圏
文
系

の
小
型
仿
製
鏡
各
一
点
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

遺
構
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
２
３
―
２
調
査
区
で
古
墳
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
八
棟
の

竪
穴
住
居
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
が
、
四
本
の
流
路
跡
（
埋
没
河
川
）
か
ら

は
、
弥
生
時
代
中
期
～
古
墳
時
代
後
期
の
土
器
の
破
片
が
大
量
に
出
土
し
た
。



289

［鹿児島市不動寺遺跡の古代・中世］……永山修一
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❷
古
代
の
不
動
寺
遺
跡

  

（
一
）
古
代
の
谿
山
郡
に
つ
い
て

表
１
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
見
え
る
薩
摩
国
の
郡
郷
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
」
に
高
城
郡
の
酒
を
「
隼
人
一
十
一
郡
」
に
充
て
る
項

目
が
見
え
、
ま
た
非
隼
人
郡
で
あ
る
出
水
郡
・
高
城
郡
の
収
支
の
記
載
も
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
天
平
八
年
の
段
階
で
薩
摩
国
に
は
一
三
郡
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
律
書
残
篇
』
で
は
、
薩
摩
国
に
「
郡
十
三
、
郷
廿
五
、
里
六
十
、
去
京
行
程
十
二

日
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
薩
摩
国
の
郡
数
は
八
世
紀
前
期
か
ら
一
三
郡

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
谿
山
郡
も
薩
摩
国
成
立
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
ま
た
、『
律
書
残
篇
』
段
階
の
二
五
郷
か
ら
、『
和
名
類
聚
抄
』
段
階
の

三
五
郷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
谿
山
郡
が
八
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、
一
郡
一
郷

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。

さ
て
、『
和
名
類
聚
抄
』
段
階
の
谿
山
郡
に
は
谷
山
・
久
佐
の
二
郷
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
谷
山
郷
に
つ

い
て
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
、
不
詳
と
し
つ
つ
も
、
谷
山
村
の
北
部
、

上
福
元
・
中
村
・
五
箇
別
府
な
ど
と
し
、
村
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
は
、
当
郷

に
谿
山
郡
の
郡
家
が
あ
っ
た
と
し
て
、
谷
山
村
に
相
当
す
る
と
す
る
。
久
佐
郷
に
つ

い
て
、『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
、
不
詳
と
し
な
が
ら
も
七
島
の
辺
に
あ
る
ク
ス
ワ

埼
は
久
佐
埼
の
訛
か
と
し
て
、
谷
山
村
大
字
下
福
元
・
平
川
な
ど
に
あ
た
る
か
と

し
、『
日
本
地
理
志
料
』
は
、
久
須
和
埼
は
久
佐
埼
の
こ
と
か
、
ま
た
久
佐
は
、
建

久
図
田
帳
に
見
え
る
伊
佐
智
佐
神
社
の
伊
佐
の
誤
り
か
と
し
て
、
和
田
・
下
福
元
・

古
屋
敷
・
平
川
の
諸
邑
に
あ
た
る
と
す
る
。『
鹿
児
島
県
史
』『
地
名
が
語
る
鹿
児
島

の
歴
史
）
（
（

』
は
、
貝
塚
で
有
名
な
下
福
元
町
の
草
野
と
の
類
似
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
谷
山
市
域
を
南
北
に
分
け
、
北
側
を
谷
山
郷
、
南
側
を
久
佐
郷
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

中
世
段
階
の
話
に
な
る
が
、『
山
田
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
島
津
氏
庶
流
で
谷
山
郡

地
頭
で
あ
っ
た
山
田
忠
真
は
、
文
永
十
二
年
に
、
谷
山
郡
を
嫡
子
土
用
熊
に
、
谷
山

郡
内
山
田
村
・
北
別
府
を
次
郎
宗
久
へ
、
谷
山
郡
内
宇
宿
郷
を
三
郎
直
久
に
譲
っ
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
谷
山
郡
は
、
①
永
田
川
中
流
・
上
流
域
（
次
郎
宗
久
）・

②
脇
田
川
流
域
（
三
郎
直
久
）・
③
そ
れ
以
外
（
嫡
子
土
用
熊
）
の
大
き
く
三
つ
の

地
域
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
世
に
清
水
盛
富
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
た
『
三
州
御
治
世
要
覧
』
に
よ
れ
ば
、
谷
山
郷
（
一
郡
一
郷
。
谷

山
郡
）
は
、
伊
佐
智
佐
郷
と
山
田
郷
の
二
郷
に
分
か
れ
、
伊
佐
智
佐
郷
は
平
川
村
・

塩
屋
村
・
和
田
村
・
下
福
元
村
・
上
福
元
村
の
五
村
（
合
計
七
四
四
一
石
余
）、
山

田
郷
は
中
村
・
山
田
村
・
五
ヶ
別
府
村
・
宇
宿
村
の
四
村
（
合
計
五
九
一
八
石
余
）

薩
摩
国

出水郡  山内  勢度  借家  大家  國形

高城郡  合志  飽田  鬱木  宇土  新多  託万

薩摩郡  避石  幡利  日置

甑嶋郡  管々  甑嶋

日置郡  冨多  納薩  合良

伊作郡  利納

阿多郡  鷹屋  田水  葛例  阿多

河邊郡  川上  稲積

頴娃郡  開聞  頴娃

揖宿郡  揖宿

給黎郡  給黎

谿山郡  谷山  久佐

麑嶋郡  都萬　在次　安薩

表１　『和名類聚抄』に見える薩摩国の郡郷



291

［鹿児島市不動寺遺跡の古代・中世］……永山修一

か
ら
な
る
と
さ
れ
る
。
山
田
郷
は
③
脇
田
川
流
域
と
②
永
田
川
の
中
流
・
上
流
域
、

伊
佐
智
佐
郷
は
①
永
田
川
下
流
域
及
び
そ
れ
以
南
の
地
域
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
か
ら
す
る
と
、
古
代
の
谿
山
郡
の
二
郷
は
永
田
川
の
中
流
・
上
流
域
と
下
流

域
す
な
わ
ち
西
側
と
東
側
に
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
、「
天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
」
の
記
載
か
ら
抽
出
で
き
る
隼
人
支
配
の
特

色
と
し
て
、
以
下
の
六
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
）
（
（

。

a.

国
司
の
も
と
に
柵
・
戍
等
の
辺
防
機
関
を
お
い
て
い
た
。

b.

隼
人
の
「
首
長
」・
有
力
者
を
郡
司
に
任
命
し
て
い
た
。

c.
「
隼
人
郡
」
は
、
形
式
上
は
内
地
で
あ
る
。

d.

隼
人
に
対
し
て
は
、
調
庸
と
は
異
質
の
負
担
が
存
在
し
た
。

e.
「
隼
人
郡
」
内
で
は
、
籍
帳
が
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
も
有
効
に
機
能
し
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

f.
「
隼
人
郡
」
で
は
、
律
令
法
が
先
全
に
施
行
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
実

質
上
は
自
治
的
支
配
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

「
隼
人
郡
」
は
、
当
初
律
令
制
の
諸
原
則
の
完
全
適
用
を
留
保
さ
れ
た
地
域
で

あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
谿
山
郡
も
そ
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
薩

摩
郡
は
、「
隼
人
郡
」
で
あ
っ
た
が
、
一
部
に
は
租
が
収
取
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
一
方
、
河
邊
郡
で
は
「
責
計
帳
手
実
」「
検
校
百
姓
損
田
」「
検
校
庸
蓆
」

の
た
め
の
国
司
巡
行
が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
、
律
令
制

の
浸
透
度
に
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、『
類
聚
国
史
』
口
分
田

の
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
十
二
月
辛
未
（
七
日
）
条
の
「
収
二

大
隅
・
薩
摩
両

国
百
姓
墾
田
一、

便
授
二

口
分
一8

」
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
末
に
大
隅
・
薩
摩
両
国
に
対

し
て
、
律
令
制
の
諸
原
則
が
完
全
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
だ
が
、
律
令
制
の
浸
透
に
つ
い
て
は
、
律
令
制
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
郡
領

層
に
よ
っ
て
徐
々
に
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀

の
谿
山
郡
を
考
え
る
上
で
は
、
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
律
令
制
が
浸
透
し
て
い
く
の
か

が
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ

ざ
る
得
な
い
。

（
二
）
奈
良
時
代
の
不
動
寺
遺
跡

古
墳
時
代
後
期
の
段
階
で
、
不
動
寺
遺
跡
で
は
少
な
い
な
が
ら
も
竪
穴
住
居
跡
の

遺
構
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
住
居
跡
（
Ｈ
２
３
―
２
Ｓ
Ｈ
７
・
４
・
５
・
３
）
か
ら

は
、
笹
貫
式
古
段
階
の
成
川
式
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
成
川
式
土
器
は
、
鹿
児
島

県
域
の
古
墳
時
代
を
代
表
す
る
土
器
で
あ
り
、
中
津
野
式
土
器
か
ら
東
原
式
、
辻
堂

原
式
、
笹
貫
式
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
笹
貫
式
を
さ
ら
に
二
分
し
て
、
古

墳
時
代
後
期
の
古
段
階
と
飛
鳥
～
奈
良
時
代
ま
で
の
新
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

不
動
寺
遺
跡
か
ら
は
、
笹
貫
式
新
段
階
の
成
川
式
土
器
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
七

世
紀
こ
ろ
の
人
々
の
活
動
の
あ
と
は
確
認
さ
れ
な
い
。

不
動
寺
遺
跡
で
は
、
奈
良
時
代
の
遺
構
も
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
八
世
紀
代
の
遺

物
と
し
て
は
、
土
師
器
坏
（
Ⅳ
７
３
７
（
報
告
書
の
遺
物
番
号
）、
八
世
紀
後
半
）、

須
恵
器
蓋
（
Ⅳ
７
５
１
、
八
世
紀
後
半
）、
須
恵
器
碗
（
Ⅴ
５
７
５
、
八
世
紀
半
ば
）、

須
恵
器
蓋
（
Ⅴ
５
８
４
、
八
世
紀
）、
土
師
器
坏
（
Ⅴ
７
６
９
、八
世
紀
後
半
）
の
五

点
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
）
（
（

。
Ⅳ
７
３
７
・
Ⅳ
７
５
１
は
、
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｒ
１
、
Ⅴ

５
７
５
・
Ⅴ
５
８
４
は
Ｈ
２
０
Ⅰ
層
、
Ⅴ
７
６
９
は
Ｈ
２
２
―
１
Ｓ
Ｒ
１
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｒ
１
は
、
弥
生
時
代
中
期
～
古
墳
時
代
後
期
を
中
心
と
す
る

埋
没
河
川
で
あ
る
。
Ｈ
２
０
Ⅰ
層
は
調
査
時
の
名
称
で
、報
告
書
第
６
図
に
よ
れ
ば
、

Ⅱ
ｃ
層
と
い
う
古
代
～
中
世
の
遺
物
包
含
層
（
河
川
氾
濫
堆
積
層
）
で
あ
り
、
円

磨
し
た
成
川
式
土
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
Ｈ
２
２
―
１
Ｓ
Ｒ
１
は
、
近
世
の
埋

没
河
川
で
あ
っ
て
、
土
師
器
・
須
恵
器
・
青
磁
・
白
磁
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
同

一
の
埋
没
河
川
と
み
ら
れ
る
Ｈ
２
２
―
２
Ｓ
Ｒ
１
、
Ｈ
２
３
―
１
Ｓ
Ｒ
１
で
は
、
元

立
院
系
の
薩
摩
焼
、
寛
永
通
宝
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
八
世
紀
代
の

遺
構
は
、
不
動
寺
遺
跡
の
範
囲
外
、
埋
没
河
川
の
上
流
側
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
三
）
平
安
時
代
の
不
動
寺
遺
跡

平
安
時
代
の
不
動
寺
遺
跡
で
は
、
特
徴
的
な
遺
構
・
遺
物
が
多
数
検
出
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
代
表
的
な
物
を
見
て
い
く
。

（
１
）　

特
殊
な
遺
物
（
図
２
）

緑
釉
陶
器
が
二
八
点
出
土
し
て
い
る
。
遺
構
か
ら
は
七
点
、
区
画
溝
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｄ

５
か
ら
六
点
（
Ｖ
１
１
３
～
Ｖ
１
１
８
）、
火
葬
墓
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｃ
１
か
ら
一
点
（
Ｖ

２
３
０
）、
包
含
層
か
ら
二
一
点
（
Ｖ
６
０
６
～
Ｖ
６
２
６
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

Ｖ
２
３
０
は
近
江
系
、
他
は
長
門
系
と
さ
れ
る
。

  

初
期
貿
易
陶
磁
に
関
し
て
、
南
九
州
地
域
か
ら
薩
南
諸
島
に
か
け
て
、
五
四
遺

跡
、
三
一
四
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
一
〇
点
以
上
の
初
期
貿
易
陶
磁
が
確
認
さ

れ
て
い
る
遺
跡
は
、
麦
ノ
浦
貝
塚
（
薩
摩
川
内
市
、
一
一
点
）、
大
島
遺
跡
（
薩

摩
川
内
市
、
五
七
点
）、
坂
ノ
下
遺
跡
（
薩
摩
川
内
市
、
一
〇
点
）、
西
ノ
平
遺
跡

（
薩
摩
川
内
市
、一
一
点
）、柳
ヶ
迫
遺
跡
（
姶
良
市
、二
四
点
）、市
ノ
原
遺
跡
（
い

ち
き
串
木
野
市
、
一
四
点
）、
不
動
寺
遺
跡
（
一
二
点
）、
城
久
遺
跡
（
喜
界
町
、

五
五
点
）
と
な
っ
て
い
る
。
不
動
寺
遺
跡
で
は
、
越
州
窯
系
青
磁
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
が

一
二
点
出
土
し
て
お
り
、
区
画
溝
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｄ
５
か
ら
三
点
（
Ｖ
１
１
９
～
Ｖ

図 2　H20 I 層出土遺物 

１
２
１
）、
土
坑
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｃ
１
７
か
ら
一
点

（
Ｖ
３
５
８
）、
包
含
層
か
ら
八
点
（
Ｖ
６
２
７

～
Ｖ
６
３
４
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。

硯
は
、
風
字
二
面
硯
が
二
点
（
Ｖ
６
９
２
・

Ｖ
６
９
３
）、
須
恵
器
蓋
の
転
用
硯
が
二
点
（
Ｖ

６
９
４
・
Ｖ
６
９
５
）、
円
面
硯
の
脚
部
と
さ
れ

る
も
の
が
一
点
（
Ｖ
６
９
６
）
の
計
五
点
が
出
土

し
て
い
る
。　

石
帯
は
二
点
（
Ｖ
６
９
７
・
Ｖ

６
９
８
）
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
九
世
紀
末
～

一
〇
世
紀
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
布
目
瓦
は
、
溝
状
遺
構
Ｈ
２
０
―
４
Ｓ
Ｄ

６
・
９
か
ら
一
点
（
Ｖ
２
１
９
）、
埋
没
河
川
Ｈ

２
３
―
４
Ｓ
Ｒ
１
０
か
ら
四
点
（
Ｖ
４
０
２
～
Ｖ

４
０
５
）
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
瓦
葺
き
建
物
の

存
在
が
想
定
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
不
動
寺
遺
跡
に
は
、
何
ら
か
の
公

的
施
設
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
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（
２
）
館
跡
・
遣
水
状
遺
構
・
池
状
遺
構
（
図
３
）

Ｈ
２
０
調
査
区
で
検
出
さ
れ
て
い
る
遣
水
状
遺
構
（
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｄ
９
）・
池
状
遺

構
（
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｘ
１
）
は
、
八
世
紀
代
の
遺
物
を
出
す
河
川
（
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｒ
１
）
が

埋
没
し
た
後
に
営
ま
れ
て
い
る
。
両
遺
構
か
ら
は
、
多
数
の
土
師
器
・
須
恵
器
が
出

土
し
て
い
る
が
、
年
代
の
わ
か
る
物
を
あ
げ
る
と
、
遣
水
状
遺
構
か
ら
は
、
充
実
高

台
を
も
つ
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
の
土
師
器
坏
（
Ｖ
１
３
８
）、
一
〇
世
紀
半
ば

～
後
半
の
土
師
器
坏
（
Ｖ
１
５
９
）・
土
師
器
皿
（
Ｖ
１
７
２
）
が
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、
須
恵
器
（
Ｖ
１
７
６
・
Ｖ
１
７
７
）
は
、
九
世
紀
半
ば
～
一
〇
世
紀
半
ば
に

操
業
し
た
中
岳
古
窯
跡
産
（
南
九
州
市
金
峰
町
）
と
も
さ
れ
る
）
（
（

。
池
状
遺
構
か
ら
は
、

一
〇
世
紀
半
ば
～
後
半
の
内
黒
土
師
器
碗
（
Ｖ
１
９
３
）
が
出
土
し
て
い
る
。
鹿
児

島
県
内
で
は
、
高
井
田
遺
跡
（
姶
良
市
加
治
木
町
、
大
隅
国
桑
原
郡
）
で
、
九
世
紀

後
半
の
遣
水
状
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
・
国
司
館
・
有
力
者
の
居
館
な
ど

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。

二
間
×
四
間
で
東
北
・
南
東
に
二
面
の
庇
を
持
つ
掘
立
柱
建
物
跡
Ｓ
Ｂ
１
は
、
こ

の
遣
水
・
池
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

報
告
書
で
は
、
こ
の
館
跡
の
中
で
最
も
古
い
区
画
溝
Ｈ
２
０
Ｓ
Ｄ
５
と
掘
立
柱
建

図 3　H20 古代～近世遺構配置図

物
跡
Ｓ
Ｂ
１
の
長
軸
を
古
代
軸
と
し
て
、

古
代
の
遺
構
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
軸
は
、
北
か
ら
六
〇
度
東
に
振
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
軸
を
は
る
か
に
延
長

す
る
と
、
そ
の
先
に
は
桜
島
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
古
代
軸
は
、
桜
島
を
意

識
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

  

不
動
寺
遺
跡
は
当
初
公
的
施
設
と
し

て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
後
、
軸
線
の
問
題
や
園
池

の
存
在
な
ど
か
ら
、
都
の
情
報
を
取
り

入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
有
力
者
の
居
館

的
な
性
格
を
持
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
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（
３
）
火
葬
墓
・
円
形
周
溝
墓
に
つ
い
て
（
図
４
）

Ｈ
２
０
Ｓ
Ｃ
１
は
、
火
葬
墓
（
径
一
・
一
×
一
㍍
の
円
形
）
で
あ
る
。
中
央
部
に

置
か
れ
た
蔵
骨
器
（
Ｖ
２
２
９
）
は
須
恵
質
の
土
器
で
、
胴
部
に
三
つ
の
穴
が
穿
た

れ
て
い
る
。
土
師
器
の
坏
を
蓋
に
し
て
い
る
が
、
固
着
し
て
い
る
た
め
内
容
物
を

取
り
出
し
て
の
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
の
画
像
に
よ

り
、
蔵
骨
器
内
部
の
半
分
ほ
ど
を
骨
の
破
片
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
火
葬
墓
か
ら
は
、
供
献
さ
れ
た
近
江
系
と
さ
れ
る
緑
釉
陶
器
（
Ｖ

２
３
０
）
と
五
点
の
土
師
器
坏
（
Ｖ
２
３
１
～
Ｖ
２
３
５
）、
二
点
の
土
師
器
椀
（
Ｖ

２
３
６
・
Ｖ
２
３
７
）、
一
点
の
土
師
器
皿
（
Ｖ
２
３
８
）
が
出
土
し
て
い
る
。
緑

釉
陶
器
は
一
〇
世
紀
後
半
に
比
定
で
き
る
と
さ
れ
、
土
師
器
椀
（
Ｖ
２
３
６
）
は

一
〇
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
火
葬
墓
上
部
で
採
取
さ
れ
た
炭
化
物
二
点

に
よ
る
放
射
性
炭
素
年
代
は
、
２
σ
で
九
八
〇
～
一
一
六
〇
年
、
一
〇
〇
〇
年
～

一
一
六
〇
年
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
谷
山
弓
場
城
跡
で
検
出
さ
れ
た
火
葬
墓
で
あ
る
）
7
（

。
こ

の
火
葬
墓
は
、
不
動
寺
遺
跡
の
南
南
西
約
五
〇
〇
㍍
に
位
置
し
て
い
る
。
標
高
約

四
〇
㍍
の
平
坦
面
に
掘
ら
れ
た
長
径
約
一
㍍
の
平
面
楕
円
形
の
土
坑
の
中
か
ら
、
須

恵
器
の
蔵
骨
器
と
蓋
に
し
た
土
師
器
（
高
台
部
を
欠
損
）、
合
わ
せ
口
の
土
師
器
坏
、

図 4　円形周溝墓
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先
端
部
を
欠
損
し
た
刀
子
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
三
個
の
土
師
器
に
は
、
体
部
外
面

に
正
位
で
墨
書
が
あ
り
、
蔵
骨
器
の
蓋
と
合
わ
せ
口
の
身
は
「
大
吉
」、
合
わ
せ
口

の
蓋
は
「
人
□
」
あ
る
い
は
「
舎
」
と
判
読
で
き
る
。
合
わ
せ
口
の
土
師
器
坏
の
年

代
は
、
一
〇
世
紀
前
半
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
蔵
骨
器
は
、
上
床
真
の
分
類
で

は
４
Ｂ
類
に
分
類
さ
れ
る
が
）
（
（

、
鹿
児
島
県
内
出
土
の
蔵
骨
器
で
４
Ｂ
類
と
さ
れ
る
も

の
は
、
こ
の
谷
山
弓
場
城
跡
の
蔵
骨
器
と
不
動
寺
遺
跡
の
蔵
骨
器
の
二
点
の
み
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
谷
山
弓
場
城
跡
火
葬
墓
の
被
葬
者
は
、
不
動
寺
遺

跡
と
関
係
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
）
（
（

。

ま
た
、
Ｈ
２
１
―
１
調
査
区
か
ら
、
円
形
周
溝
墓
Ｓ
Ｔ
１
が
検
出
さ
れ
て
い
る

（
図
４
）。
こ
の
周
溝
墓
は
、
主
体
部
が
削
平
さ
れ
て
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
の
坏
・
皿
は
、
一
〇
世
紀
後
半
～
一
一
世
紀
前
半
の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
ろ
の
周
溝
墓
は
、
鹿
児
島
県
内
の
一
〇
遺
跡
で

一
四
例
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
外
園
・
小
倉
畑
・
森
・
保
養
院
遺
跡
（
姶
良
市
）
で

各
一
例
、
榎
崎
Ａ
遺
跡
（
鹿
屋
市
）
で
五
例
、
計
志
加
里
遺
跡
（
薩
摩
川
内
市
）・

向
栫
城
跡
・
建
石
ヶ
原
遺
跡
（
日
置
市
）・
山
下
堀
頭
遺
跡
・
不
動
寺
遺
跡
（
鹿
児

島
市
）
で
各
一
例
で
あ
る
）
（1
（

。

桒
畑
光
博
は
、
宮
崎
県
の
都
城
盆
地
の
円
形
周
溝
墓
に
つ
い
て
検
討
し
、
円
形
周

溝
墓
は
南
九
州
に
系
譜
を
も
つ
墓
制
で
は
な
く
、
西
北
九
州
（
肥
前
・
筑
後
国
府
付

近
）
の
下
級
官
人
や
有
力
者
層
が
南
九
州
に
移
動
し
そ
こ
で
埋
葬
さ
れ
た
墓
で
あ
る

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
九
世
紀
段
階
で
、
西
海
道
の
ほ
と
ん
ど
の
郡
司
の
子
弟

は
、
大
宰
府
の
書
生
・
使
部
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
）
（1
（

、
北
部
九
州
と

の
人
の
行
き
来
が
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
前
半
に
、
大
宰
大
監
平
季
基
が
島
津
駅
（
現

在
の
宮
崎
県
都
城
市
付
近
）
に
島
津
荘
を
開
発
し
、
こ
れ
を
大
隅
・
薩
摩
国
に
拡
大

す
る
動
き
の
中
で
大
隅
国
府
焼
き
打
ち
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
）
（1
（

。
平
季
基
は
、
地
元

有
力
者
の
伴
氏
と
婚
姻
関
係
を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
）
（1
（

、
こ
の
伴
氏
は
、
平
季

基
に
先
行
す
る
形
で
南
九
州
に
移
動
し
て
い
た
勢
力
の
存
在
を
示
す
と
思
わ
れ
る
）
（1
（

。

不
動
寺
遺
跡
の
円
形
周
溝
墓
に
葬
ら
れ
た
人
物
も
、
北
部
九
州
と
の
関
係
を
持
っ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

不
動
寺
遺
跡
で
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
蔵
骨
器
を
用
い
て
の
埋
葬
と
、
円
形
周
溝

墓
へ
の
埋
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
）
（1
（

。

（
４
）
出
土
文
字
資
料
に
つ
い
て

報
告
書
で
は
二
八
点
の
実
測
図
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
未
掲
載
の
物
が
一
六
点
あ

り
、
合
計
で
四
三
点
の
墨
書
土
器
と
刻
書
を
持
つ
滑
石
製
石
鍋
一
点
が
出
土
し
て
い

る
。
墨
書
土
器
は
、
四
一
点
が
土
師
器
、
二
点
が
内
黒
土
師
器
で
あ
り
、
記
載
さ
れ

薩摩国内 南さつま市内 薩摩国
（除南さつま市内） 不動寺

遺跡数（延べ数） （（ （（ 70 （
    総点数    （（（（ （00 % （（（ （00 % （（（ （00 % （（ （00 %
    土師器    （（（ 7（.7 （（（ （（.（ （（0 （（.（ （（    （（,（（
     内黒     （0（ （（.7 （（ （.（ （（（ （（.（ （ （.（
     赤色     （0 （.（ （（ （0 （（ （.（ 0 0
    須恵器    （（ （.（ （（ （.（ （（ （.（ 0 0
  滑石製石鍋 （ 0 0 （ （ （.7
     坏・椀   （（（7 （（.（ （（（ （（.（ 7（（ （（.（ （0 （7.7
      蓋      （（ （.（ （ （.（ （0 （.（ 0 0
      皿      77 （ （0 （（.（ （7 （.（ 0 0
     壺・甕   （ 0.7 （ 0.7 （ 0.7 （ 0
      鉢      （ 0.（ （ 0.（ （ 0.（ 0 0
     墨書     77（ （0.（ （（7 （0.（ （（（ 7（.（ （（ （0
      ヘラ    （（（ （0.（ （（（ （（.（ （0（ （（.（ （（ （（.（
     刻書     （0（ 7.（ （（ （.（ （（ （0.（ （ （.（
   体部外面   7（（ （（.（ （（（ （（.（ （07 70.（ （（ （（.（
   体部内面   （（ （ （（ （.（ （（ （.（ 0 0
   底部外面   （（7 （（.（ （（ （（.7 （（（ （（ （（ （7.（
   底部内面   （（（ （7.（ （（（ （（.（ （（ （.（ （ （.（

表２　薩摩国の墨書土器
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の
ち
ょ
う
ど
裏
側
の
位
置
に
「
夫
」・
喜
界
町
城
久
遺
跡
（
大
ウ
フ
遺

跡
）
か
ら
竪
耳
の
上
面
に
「
大
」
と
刻
書
さ
れ
て
い
る
も
の
が
出
土
し

て
い
る
。

薩
摩
国
の
墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
、三
度
の
集
成
が
行
わ
れ
て
お
り
）
（2
（

、

延
べ
八
四
遺
跡
か
ら
一
二
八
四
点
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
表

（
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
薩
摩
国
の
墨
書
土
器
に
お
け
る
墨
書
・
ヘ

ラ
書
き
・
刻
書
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
・
六
㌫
、
三
〇
・
八
㌫
、

七
・
九
㌫
と
な
る
。
こ
の
中
で
薩
摩
国
阿
多
郡
を
中
心
と
す
る
南
さ
つ

ま
市
域
は
か
な
り
特
徴
的
な
割
合
を
示
し
、
三
〇
・
一
㌫
、
六
八
・
五

㌫
、
二
・
六
㌫
と
な
っ
て
、
墨
書
と
ヘ
ラ
書
き
の
比
率
は
薩
摩
国
全

体
と
比
較
す
る
と
逆
転
す
る
）
（2
（

。
そ
し
て
こ
の
地
域
を
除
い
た
割
合
は
、

七
四
・
五
㌫
、
一
二
・
三
㌫
、
一
〇
・
六
㌫
と
な
る
。
不
動
寺
遺
跡
の

場
合
、
墨
書
と
ヘ
ラ
書
き
の
比
率
は
五
〇
㌫
、
四
二
・
二
㌫
と
な
り
、

南
さ
つ
ま
市
を
除
い
た
薩
摩
国
と
比
較
す
る
と
、
ヘ
ラ
書
き
の
比
率
が

高
く
な
っ
て
い
る
。

（
５
）
土
師
甕
埋
納
遺
構
（
図
５
）

土
師
甕
埋
納
遺
構
（
Ｈ
２
２
―
３
Ｓ
Ｃ
２
６
）
は
、
径
六
〇
㌢
×

五
六
㌢
の
土
坑
の
中
に
、
五
個
の
小
型
土
師
甕
と
一
三
個
の
土
師
器
皿

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
類
例
に
乏
し
く
、
こ
の
遺
構
の

性
格
は
明
か
で
な
い
が
、
何
ら
か
の
祭
祀
に
伴
う
も
の
と
考
え
る
こ
と

た
文
字
は
「
千
」「
大
」「
田
」「
日
万
（
あ
る
い
は
）
日
下
」「
佮
」「
中
得
？
」「
豊
」

「
明
？
」「
子
牛
」「
廿
万
？
」
と
な
り
、
墨
書
が
二
二
点
、
ヘ
ラ
書
き
が
一
九
点
、

刻
書
が
二
点
と
な
る
。
滑
石
製
石
鍋
は
、
竪
耳
型
で
あ
り
一
一
世
紀
ま
で
の
も
の
で

あ
り
、
石
鍋
は
竪
耳
の
上
面
に
「
卅
」
と
刻
書
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
刻
書
石
鍋
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
長
崎
県
大
村
市
寿
古
遺
跡
か
ら
竪
耳

の
上
面
に
「
建
部
吉
實
」、
鹿
児
島
県
姶
良
市
柳
ガ
迫
遺
跡
か
ら
体
部
内
面
の
竪
耳

図 5　土師甕埋納遺構

は
で
き
る
。
時
期
的
に
は
、
一
一
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
一
一
世
紀
ま
で
の
不
動
寺
遺
跡
の
主
立
っ
た
遺
構
・
遺
物
を
見
て
き
た

が
、
一
二
世
紀
代
の
遺
構
は
明
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
包
含
層
出
土
の
遺
物
で
は
あ

る
が
、
大
宰
府
分
類
の
白
磁
碗
Ⅳ
類
・
Ⅴ
類
が
出
土
し
て
お
り
、
一
一
世
紀
後
半
～

一
二
世
紀
中
頃
ま
で
は
、
不
動
寺
遺
跡
お
よ
び
そ
の
周
辺
が
何
ら
か
の
機
能
を
持
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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❸
中
世
の
不
動
寺
遺
跡

（
１
）
文
献
か
ら
見
る
谷
山
郡
の
一
二
世
紀

不
動
寺
遺
跡
は
一
二
世
紀
頃
ま
で
で
、
そ
の
後
の
遺
物
は
少
な
く
な
る
。
一
二
世

紀
代
の
谷
山
郡
で
特
筆
す
べ
き
は
、
薩
南
平
氏
の
動
向
と
府
領
社
伊
佐
智
佐
神
社
の

問
題
で
あ
る
。

石
母
田
正
が
大
き
く
取
り
上
げ
た
こ
と
で
著
名
な
阿
多
忠
景
は
、
保
延
四
年

（
一
一
三
八
）
に
薩
摩
国
阿
多
郡
司
と
し
て
史
料
上
初
見
さ
れ
る
）
（1
（

。
南
九
州
の
中
で

勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
忠
景
は
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
こ
ろ
下
野
権
守
・
薩
摩
国

押
領
使
に
任
じ
ら
れ
、
日
向
・
大
隅
国
で
は
そ
の
威
勢
を
か
り
た
領
主
た
ち
が
支
配

を
お
こ
な
っ
た
た
め
、「
三
ヶ
国
住
人
等
召
し
仕
う
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
忠

景
は
、
源
為
朝
の
舅
と
な
り
力
を
振
る
っ
た
が
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
に
薩
摩

国
か
ら
訴
え
ら
れ
、
勅
勘
を
受
け
て
貴
海
島
に
逐
電
し
た
）
11
（

。

さ
て
、
忠
景
の
跡
を
継
い
だ
の
は
、
宣
澄
（
信
澄
）
で
あ
っ
た
。
宣
澄
は
、
肥
前

彼
杵
氏
の
出
身
で
、
忠
景
の
女
婿
と
な
っ
て
お
り
、
平
氏
政
権
下
で
宣
澄
は
薩
摩
国

目
代
押
領
使
を
勤
め
た
。
建
久
三
年
十
月
二
十
日
の
関
東
御
教
書
に
「
平
家
謀
反
之

時
、
張
本
其
一
也
」
と
し
て
大
宰
府
領
の
阿
多
郡
と
島
津
荘
の
日
置
南
北
郷
と
伊
作

庄（
文
治
三
年
に
寄
郡
か
ら
一
円
庄
）と
谷
山
郡（
寄
郡
）の
郡
郷
下
司
職
を
失
っ
た
。

こ
の
後
、
谷
山
郡
地
頭
に
は
島
津
忠
久
が
補
任
さ
れ
、
建
久
八
年
薩
摩
国
図
田
帳
に

は
「
谷
山
郡
二
百
町
内
【
島
津
同
御
庄
寄
郡
】
没
官
御
領
地
頭
右
衛
門
兵
衛
尉
」
と

見
え
る
。
二
〇
〇
町
の
内
訳
は
、
府
領
社
一
八
町
・
公
領
一
八
二
町
と
な
っ
て
お
り
、

府
領
社
は
伊
佐
知
佐
社
（
現
在
の
伊
佐
智
佐
神
社
）
で
あ
っ
た
。

伊
佐
知
佐
社
の
府
領
社
化
と
谷
山
郡
の
寄
郡
化
の
時
期
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え

て
み
た
い
。
阿
多
忠
景
の
本
領
で
あ
る
阿
多
郡
は
大
宰
府
領
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ

の
背
景
に
は
、
島
津
荘
の
急
速
な
拡
大
に
対
抗
す
る
た
め
、
阿
多
忠
景
が
大
宰
府
へ

の
接
近
を
は
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
）
1（
（

。
薩
摩
国
に
お
け
る
島
津
荘
の
寄
郡
化
と

大
宰
府
領
の
設
定
は
近
接
し
た
時
期
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
薩
摩
国
内
の
島
津
荘

が
急
速
に
拡
大
す
る
の
は
保
延
年
間
（
一
一
三
五
～
四
一
）
以
降
で
あ
り
、
谷
山
郡

の
寄
郡
化
と
伊
佐
知
佐
社
の
府
領
社
化
は
、
こ
の
頃
を
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

忠
景
の
代
に
、
忠
景
弟
の
忠
明
は
加
世
田
別
府
・
谷
山
郡
に
す
る
領
知
権
を
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
忠
明
の
権
限
を
そ
の
子
忠
真
が
継
承
し
た
が
、
忠
真
は
そ
の
弟
の

忠
綱
に
よ
っ
て
討
た
れ
、
宣
澄
は
忠
綱
を
討
っ
て
こ
れ
を
併
せ
た
。
忠
真
・
忠
綱
が

滅
ん
だ
た
め
、
そ
の
跡
は
忠
真
・
忠
綱
弟
の
信
忠
が
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
信
忠

は
阿
多
忠
景
の
女
宗
阿
弥
陀
仏
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、
宗
阿
弥
陀
仏
は
宣
澄
の
妻

で
も
あ
っ
た
か
ら
、
忠
信
は
谷
山
郡
で
の
領
知
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
十
一
月
の
谷
山
覚
信
代
教
信
重
申
状
に
は
「
当
郡
々
司

以
下
所
職
所
帯
等
者
、
為
覚
信
先
祖
開
発
領
主
、
去
建
仁
三
年
十
二
月
廿
五
日
令
拝

領
関
東
下
文
以
来
、
代
々
無
相
違
之
子
細
、
先
進
状
等
炳
焉
也
」
と
あ
っ
て
、
覚
信

先
祖
開
発
領
主
は
信
忠
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

（
２
）
北
麓
遺
跡

北
麓
遺
跡
は
、
永
田
川
と
木
之
下
川
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
沖
積
低
地
の
中
の
砂
丘

状
微
高
地
（
標
高
約
五
・
五
㍍
）
上
に
立
地
す
る
遺
跡
で
、
大
き
く
弥
生
時
代
、
中

世
、
近
世
以
降
の
三
時
期
に
分
け
ら
れ
る
）
11
（

と
す
る
が
、
一
部
で
古
墳
時
代
の
遺
物
も

確
認
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
近
世
に
は
、
谷
山
郷
の
地
頭
仮
屋
を
中
心
に
郷
士
が
集
住
す
る

麓
が
置
か
れ
た
。
現
在
は
住
宅
密
集
地
と
な
っ
て
お
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
や
道
路

拡
幅
等
の
事
由
に
よ
り
、
二
〇
地
点
ほ
ど
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
三
・
一
四
年
度
の
調
査
で
は
、
狭
小
な
調
査
で
は
あ
っ
た
が
、
一
二
世
紀

中
葉
～
一
四
世
紀
後
半
、
一
五
世
紀
後
半
～
幕
末
ま
で
一
部
減
少
期
が
見
ら
れ
る

も
の
の
ほ
ぼ
連
綿
と
生
活
の
場
と
し
て
推
移
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
谷
山
郡
の
中
心

が
、
不
動
寺
遺
跡
か
ら
北
麓
遺
跡
に
移
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
（
）
黒
板
勝
美
監
修　

『
鹿
児
島
県
史
』
第
一
巻
（
鹿
児
島
県
、
一
九
三
九
年
）、
平
田
信
芳
『
地

名
が
語
る
鹿
児
島
の
歴
史
』（
春
苑
堂
出
版　

二
〇
〇
三
年
）

（
（
）
永
山
修
一　

『
隼
人
と
古
代
日
本
』
同
成
社　

二
〇
〇
九
年

（
（
）
こ
れ
ら
の
遺
物
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
、
松
﨑
大
嗣
氏
（
指
宿
市
教
育
委
員
会
）
の
ご
教
示

を
得
た
。

（
（
）
松
﨑
大
嗣　

「
古
代
南
九
州
の
貿
易
陶
磁
」（
第
四
〇
回
日
本
貿
易
陶
磁
研
究
集
会 

「
南
九
州

～
奄
美
群
島
の
貿
易
陶
磁
」
発
表
要
旨
・
資
料
集 

二
〇
一
九
年
）

（
（
）
松
﨑
大
嗣
氏　

（
指
宿
市
教
育
委
員
会
）
の
ご
教
示
。

（
（
）
深
野
信
之　

「
富
豪
層
の
台
頭
」（『
姶
良
市
誌　

第
１
巻　

先
史
・
古
代
編 

自
然
編
』
第
七

註
・
引
用
文
献

お
わ
り
に

不
動
寺
遺
跡
は
、
古
代
～
中
世
初
期
の
段
階
で
谷
山
郡
の
中
心
的
な
遺
跡
で
あ
っ

た
。八

世
紀
代
の
状
況
は
不
明
な
点
が
多
い
。
八
世
紀
前
半
の
遺
跡
は
隼
人
郡
域
で
は

ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
）
11
（

、
律
令
制
の
諸
原
則
の
適
用
が
留
保
さ
れ
て
い
る
情

況
で
ど
の
よ
う
な
官
衙
的
施
設
が
存
在
し
得
た
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

不
動
寺
遺
跡
の
北
東
一
㌔
㍍
ほ
ど
に
位
置
す
る
堂
園
遺
跡
で
は
、
ト
レ
ン
チ
調
査

で
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
前
半
の
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
中
心
が

堂
園
遺
跡
か
ら
不
動
寺
遺
跡
へ
移
動
し
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
）
12
（

。
不
動
寺

遺
跡
の
場
合
、
八
世
紀
の
遺
構
は
、
不
動
寺
遺
跡
の
範
囲
外
、
埋
没
河
川
の
上
流
側

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
堂
園
遺
跡
は
、
埋
没
河
川
の
下
流
側
、
或
い
は
別
の
小

水
系
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
堂
園
遺
跡
の
評
価
に
つ
い
て
は
本
調

査
の
成
果
を
見
て
判
断
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

不
動
寺
遺
跡
で
は
、
九
世
紀
以
降
は
郡
家
遺
構
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
谷
山
郡
家
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
）
12
（

、
そ
の
後
、
園

池
を
伴
う
有
力
者
の
居
館
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
園

池
に
面
し
て
建
て
ら
れ
た
建
物
や
区
画
溝
の
軸
は
、
桜
島
に
向
か
っ
て
設
定
さ
れ

て
お
り
、
桜
島
が
一
種
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

遺
構
や
遺
物
か
ら
見
る
と
、
宮
崎
県
都
城
市
の
大
島
畠
田
遺
跡
に
匹
敵
す
る
よ

う
な
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
島
畠
田
遺
跡
は
一
〇
世
紀
半
ば
に
は
廃

絶
す
る
。
鹿
児
島
県
内
で
も
同
じ
こ
ろ
多
く
の
遺
跡
が
姿
を
消
す
が
）
11
（

、
不
動
寺
遺

跡
は
存
続
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
一
世
紀
代
に
は
祭
祀
遺
構
な
ど
が
検
出
さ
れ

る
の
み
で
、
中
心
施
設
は
不
動
寺
遺
跡
の
調
査
区
外
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
二
世
紀
代
に
な
る
と
、
谷
山
郡
の
中
心
は
、
約
一
㌔
㍍
東
方
の
砂
丘
状
微
高
地

上
に
立
地
す
る
北
麓
遺
跡
に
移
る
。
そ
の
後
、
北
麓
遺
跡
は
近
世
の
外
城
の
ひ
と
つ

谷
山
麓
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
不
動
寺
遺
跡
と
北
麓
遺
跡
の
間
は
砂
丘
の
後
背
湿
地

が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
移
動
に
は
何
ら
か
の
契
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
谷
山
郡
の
中
心
の
移
動
を
も
た
ら
し
た
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
南
薩

平
氏
の
谷
山
郡
へ
の
進
出
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
多

忠
景
が
、
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
く
る
の
は
一
二
世
紀
半
ば
こ
ろ
で
、
そ
の
一
族
が

薩
摩
半
島
一
円
に
勢
力
を
伸
ば
し
、
谷
山
郡
も
そ
の
領
知
下
に
入
っ
て
い
く
。
新
た

な
拠
点
と
し
て
、
弥
生
時
代
～
古
墳
時
代
に
は
遺
跡
が
存
在
し
た
が
古
代
に
お
い
て

は
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
海
岸
に
近
い
砂
丘
状
微
高
地
が
占
地
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

一
三
世
紀
後
期
以
降
、谷
山
郡
で
は
郡
司
谷
山
氏
と
地
頭
山
田
氏
（
島
津
氏
庶
流
）

の
争
論
・
抗
争
が
南
北
朝
ま
で
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

谷
山
郡
の
鎌
倉
時
代
の
歴
史
的
展
開
を
考
え
る
上
で
、
波
之
平
刀
匠
と
清
泉
寺
磨

崖
仏
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
波
之
平
は
、
薩
摩
刀
の
有
力
な
系
統
で
、
伝
承
的
に

は
初
代
行
安
が
永
延
年
中
（
九
八
七
～
九
八
八
）
に
薩
摩
下
向
し
た
と
さ
れ
る
が
、

実
際
に
は
平
安
時
代
末
以
降
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
、
清
泉
寺
磨
崖
仏
の

中
に
は
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
の
銘
を
持
つ
阿
弥
陀
如
来
像
が
あ
り
、
こ
の
磨

崖
仏
を
造
ら
せ
た
勢
力
や
、
そ
の
背
景
な
ど
興
味
の
引
か
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
的
調
査
の
進
展
を
受
け
て
、
後
日
を
期
し
た
い
。
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章 

第
五
節　

二
〇
一
九
年
）

（
7
）
出
口
浩
編　

『
谷
山
弓
場
城
跡
』（
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
一
一
、
鹿
児
島

市
教
育
委
員
会　

一
九
九
二
年
）

（
（
）
上
床　

真　

「
鹿
児
島
県
内
の
蔵
骨
器
に
つ
い
て
」（
松
尾
勉
・
野
間
口
勇
編
『
財
部
城
ヶ
尾

遺
跡
』（
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
九
〇
）
二
〇
〇
五
年
）

（
（
）
地
形
的
な
面
か
ら
見
る
と
、
不
動
寺
遺
跡
は
谷
山
城
が
立
地
す
る
丘
陵
の
北
側
に
位
置
す
る

が
、
谷
山
弓
場
城
跡
の
蔵
骨
器
は
、
丘
陵
の
南
側
の
低
地
を
見
下
ろ
す
位
置
か
ら
出
土
し
て
お

り
、
そ
の
地
点
か
ら
、
不
動
寺
遺
跡
を
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
（0
）
深
野
信
之　
「
春
花
地
区
遺
跡
群
の
展
開
」（『
姶
良
市
誌　

第
１
巻 

先
史
・
古
代
編 

自
然

編
』
第
七
章 
第
四
節　

二
〇
一
九
年
）

（
（（
）
桒
畑
光
博　

「
島
津
荘
は
無
主
荒
野
の
地
に
成
立
し
た
か
」（『
南
九
州
文
化
』
第
一
〇
九
号　

二
〇
〇
九
年
）

（
（（
）
坂
上
康
俊　

「
管
内
支
配
の
変
質
」（『
太
宰
府
市
史 

通
史
編
Ⅰ
』
二
〇
〇
五
年
）、
重
松
敏

彦
「
府
官
の
登
場
」（『
太
宰
府
市
史 

通
史
編
Ⅰ
』
二
〇
〇
五
年
）、
竹
内
理
三
「
大
宰
府
政
所

考
」（『
史
淵
』
七
一
号 

一
九
五
六
年
）

（
（（
）
永
山
修
一　

「
大
隅
国
府
焼
き
打
ち
事
件
」（『
姶
良
市
誌 

第
（
巻 

先
史
・
古
代
編 

自
然
編
』

第
七
章
第
一
〇
節 

二
〇
一
九
年
）

（
（（
）
五
味
克
夫　

「
鎌
倉
時
代
の
肝
付
郡
と
肝
付
氏
」（『
高
山
郷
土
史
』
一
九
六
六
年
）

（
（（
）
野
口　

実　

『
列
島
を
翔
る
平
安
武
士
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
七
年
）

（
（（
）
不
動
寺
遺
跡
を
営
ん
だ
勢
力
が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
可
能
性
と

し
て
は
、
不
動
寺
遺
跡
を
営
ん
だ
有
力
者
（
郡
司
）
の
子
弟
が
大
宰
府
に
出
仕
し
、
西
北
九
州

の
墓
制
を
持
ち
込
ん
だ
可
能
性
と
、
西
北
九
州
の
下
級
官
人
や
有
力
者
が
不
動
寺
に
移
動
し
、

入
り
婿
の
よ
う
な
形
で
同
族
化
し
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。

（
（7
）
永
山
修
一　

「
大
隅
国
出
土
古
代
墨
書
土
器
集
成
、
薩
摩
国
出
土
古
代
墨
書
土
器
集
成
・
補

遺
（
一
）」（
平
成
一
九
年
度
～
二
一
年
度
化
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
））「
古
代
地
域

社
会
の
識
字
と
文
字
文
化
の
展
開
に
関
す
る
研
究 

―
西
海
道
を
中
心
に
―
」（
研
究
代
表
者
・

柴
田
博
子
）
研
究
成
果
報
告
書　

二
〇
一
〇
年
）・
永
山
修
一
「
大
隅
国
出
土
古
代
墨
書
土
器

集
成
・
薩
摩
国
出
土
古
代
墨
書
土
器
集
成
・
補
遺
（
（
）」 (

平
成
二
三
年
度
～
二
五
年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
））「
古
代
地
域
社
会
の
識
字
と
文
字
文
化
の
展
開
に
関
す

る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
柴
田
博
子
）
研
究
成
果
報
告
書
）
二
〇
一
四
年
・
永
山
修
一
「
薩

摩
国
出
土
古
代
墨
書
土
器
集
成
・
補
遺（
（
）大
隅
国
出
土
古
代
墨
書
土
器
集
成
・
補
遺（
（
）」

（
平
成
二
七
年
度
～
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
））「
古
代
日
本
に
お

け
る
地
域
社
会
へ
の
文
字
文
化
の
伝
播
と
識
字
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
柴
田
博
子
）

研
究
成
果
報
告
書　

二
〇
一
八
年
）

（
（（
）
大
隅
国
で
も
姶
良
市
地
域
（
非
隼
人
郡
で
あ
る
桑
原
郡
域
）
で
は
ヘ
ラ
書
き
の
率
が
高
い
。

な
ぜ
こ
の
地
域
だ
け
ヘ
ラ
書
き
の
比
率
が
高
い
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ヘ
ラ
書
き
は
焼
成

前
に
書
き
込
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
土
師
器
・
須
恵
器
の
焼
成
と
密
接
に
関
わ
る
。
姶
良
市
域

で
は
、
外
園
遺
跡
で
土
師
器
焼
成
土
坑
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
南
さ
つ
ま
市
域
で
は
、
土
器
焼

成
土
坑
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
土
師
器
の
胎
土
は
中
岳
古
窯
跡
群
の
須
恵
器
の
胎
土

と
共
通
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
近
隣
に
土
師
器
を
焼
成
し
た
場
所
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。（
中
村
直
子
・Radegund H

O
FFB

A
U

E
R

・Johannes STE
RB

A

・M
ichael RA

ITH

・

篠
藤
マ
リ
ア
・
鐘
ヶ
江
賢
二
・
大
西
智
和
「
中
岳
山
麓
窯
跡
産
須
恵
器
の
生
産
過
程
と
産
地
同

定
に
関
す
る
鉱
物
学
的
分
析
」
第
三
二
回
日
本
文
化
財
科
学
会
ポ
ス
タ
ー
発
表　

二
〇
一
四
年

七
月
五
～
六
日
）

（
（（
）
石
母
田
正
「
内
乱
期
に
お
け
る
薩
摩
地
方
の
情
勢
に
つ
い
て
」（『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』

未
来
社 

一
九
六
四
年
）

（
（0
）
栗
林
文
夫
「
阿
多
忠
景
と
源
為
朝
」（
元
木
泰
雄
編
『
中
世
の
人
物 

京
・
鎌
倉
の
時
代

編 

第
一
巻 

保
元
・
平
治
の
乱
と
平
氏
の
栄
華
』　

清
文
堂
出
版　

二
〇
一
四
年
）

（
（（
）
江
平　

望　

「
阿
多
忠
景
に
つ
い
て
」（『
古
代
文
化
』
第
五
五
巻 

第
三
号　

二
〇
〇
三
年
）

（
（（
）
五
味
克
夫　

「
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
の
南
薩
平
氏
覚
書
」（『
南
九
州
御
家
人
の
系
譜
と
所
領

支
配
』
戎
光
祥
出
版　

二
〇
一
七
年　

初
出
は
一
九
七
三
年
）

（
（（
）
吉
留
正
樹
編　

『
北
麓
遺
跡
』（
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書 

第
七
九
集　

二
〇
一
七
年
）

（
（（
）
有
川
孝
行
他　

『
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
確
認
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅶ
』（
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告 

第
六
五
集　

二
〇
一
二
年
）

（
（（
）
有
川
孝
行　

『
北
麓
遺
跡
』（
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告 

第
七
四
集　

二
〇
一
五
年
）

（
（（
）
川
口
雅
之　

「
古
代
の
薩
摩
・
大
隅
国
、
多
禰
嶋
に
お
け
る
律
令
制
度
の
普
及
」（
鹿
児
島
県

立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
・
年
報 

縄
文
の
森
か
ら
』
第
一
〇
号　

二
〇
一
八
年
）

（
（7
）
長
野
陽
介　

『
平
成
二
六
・
二
八
・
二
九
年
度
市
内
遺
跡
埋
蔵
文
化
財
確
認
発
掘
調
査
事
業

に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書 

Ⅹ
Ⅱ
』（
鹿
児
島
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書 

第

八
三
集　

二
〇
一
九
年
）

（
（（
）
川
口
雅
之
は
、
註
（（
論
文
で
、
緑
釉
陶
器
・
越
州
窯
系
青
磁
・
硯
・
石
帯
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
不
動
寺
遺
跡
を
郡
家
・
駅
家
の
性
格
を
持
っ
た
遺
跡
に
分
類
し
て
い
る
。

（
（（
）
川
口
雅
之　

註
（（
論
文

（
（0
）
愛
知
県
猿
投
神
社
蔵
の
「
行
安
」
銘
の
太
刀
が
最
古
と
さ
れ
、
そ
れ
に
次
ぐ
京
都
国
立
博
物

館
蔵
の
「
太
刀　

銘
波
平
行
安
」
は
鎌
倉
時
代
・
一
三
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
。

（
ラ
・
サ
ー
ル
学
園
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日
審
査
終
了
）
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The Fudoji site is a complex site from the Jomon period to the early modern period located in 

Shimofukumoto-cho, Taniyama district, in the southern part of Kagoshima city. The Taniyama district 

originated in the ancient Taniyama county of Satsuma province, and in the “Kenkyu 8th year Satsuma 

Province Zudencho”, it was seen that Taniyama county was Yorigori of Shimazu no sho, and in the 

early modern period it was designated as Taniyama township. 

The ancient Taniyama county is one of the “Hayato-gun” where Hayato lived, and according to 

“Wamyo Ruijusho”, it consists of two townships, Taniyama and Kusa. It existed in middle / upstream 

and downstream areas of the Nagata River, that is, on the west and the east sides. No clear remains of 

the Nara period have been confirmed at the Fudoji site, and it is thought that the remains of the Nara 

period were outside the range of the Fudoji site and on the upstream side of the buried river. Relics 

from the Heian period such as green glazed pottery, early trade pottery (Etsushu kiln celadon, etc.), 

and Inkstones were excavated . Remains of the any aristocratic person’s residence, water supply-like 

remains, pond-like remains, cremation tombs, circular groove tombs, burial remains of Haji potteries 

have been detected. Although the remains of the Guuke (a county office) have not been confirmed 

in the 9th century, it is highly possible that the Taniyama Guuke was located there, and after that, it 

began to function as a residence for influential people with a garden pond. A cremation tomb of bone 

ware in the latter half of the 10th century was excavated at the site of Taniyama Yunba Castle, which 

is about 500 meters south–southwest of the Fudoji site. In addition, from the latter half of the 10th 

century to the first half of the 11th century, a circular groove tomb closely related to northwestern 

Kyushu was operated, and it is highly possible that the burial person had a relationship with northern 

Kyushu. The remains of the 12th century are no longer confirmed at the Fudoji site.

In the 12th century, the center of Taniyama county moved to Kitahumoto site, which was located 

on a sand dune-like micro-high ground about 1 km east. It is thought that the background to this 

movement of the center was the advance of Satsunan Heisi, whose representative existence was 

Ata Tadakage in the middle of the 12th century, to Taniyama county. In the early modern period, a 

Jitokariya was set up here, and the Taniyama Fumoto was placed there.

Key words: Taniyama county, a county office, a residence for influential people,cremation tombs, 

Satsunan Heisi

Ancient and Middle Age of Fudoji site, Kagoshima City

NAGAYAMA Shuichi




